
一

（
三
九
〇
）

（
第

三

部
）

第
二
百
十
回

国
　
　
　
会

参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
四
年
十
一
月
八
日（
火
曜
日
）

　
　
　
午
前
十
時
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
委
員
の
異
動

　
十
一
月
一
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
小
林
　
一
大
君
　
　
　
　
　
山
崎
　
正
昭
君

　
　
　
　
　
石
井
　
苗
子
君
　
　
　
　
　
鈴
木
　
宗
男
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
　
　

武
君

　
　
　
　
理
　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
田
　
裕
之
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
木
　
　
亨
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
山
ひ
ろ
え
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
合
　
正
明
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
合
　
孝
典
君

　
　
　
　
委
　
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
庄
　
玄
知
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
東
　
昭
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
耕
　
弘
成
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
　
資
麿
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
ま
さ
こ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
　
正
昭
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
田
　
政
宗
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
　
大
我
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
島
み
ず
ほ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
さ
や
か
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
村
み
ず
ほ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
宗
男
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仁
比
　
聡
平
君

　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
　
　
　
　
　

梨
　
康
弘
君

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
専
門

　
　
　
　
　
　
　
員
　
　
　
　
　
　
　
　

保
田
正
志
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
杉

武
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
法
務
委
員
会
を

開
会
い
た
し
ま
す
。

　
委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
昨
日
ま
で
に
、
石
井
苗
子
君
及
び
小
林
一
大
君
が
委
員

を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
鈴
木
宗
男
君
及
び
山
崎

正
昭
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
杉

武
君
）　
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
両
案
を
一
括

し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
政
府
か
ら
順
次
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。

梨

法
務
大
臣
。

○
国
務
大
臣（

梨
康
弘
君
）　
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
検
察
官
の
俸
給

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
そ
の
趣
旨
を
便
宜
一
括
し
て
御
説
明
い
た
し
ま

す
。

　
こ
れ
ら
の
法
律
案
は
、
政
府
に
お
い
て
、
人
事
院
勧
告

の
趣
旨
に
鑑
み
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る

こ
と
と
し
、
今
国
会
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
提
出
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政

府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
給
与
を
改
定
す
る
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
改
正
の
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
一
般
の
政
府
職
員
に
つ
い
て
、
若
年
層
の
俸
給
月
額
を

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
八
号
以
下
の

報
酬
を
受
け
る
判
事
補
等
の
報
酬
月
額
及
び
十
六
号
以
下

の
俸
給
を
受
け
る
検
事
等
の
俸
給
月
額
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
に
準
じ
て
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
給
与
の
改
定
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
場
合

と
同
様
に
、
令
和
四
年
四
月
一
日
に
遡
っ
て
こ
れ
を
適
用

す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
が
、
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。

　
何
と
ぞ
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
杉

武
君
）　
以
上
で
両
案
の
趣
旨
説
明
の
聴

取
は
終
わ
り
ま
し
た
。

　
両
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
前
十
時
二
分
散
会

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

十
一
月
四
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
元
々
日
本
国
籍
を
持
っ
て
い
る
人
が
日
本
国
籍
を

　
　
自
動
的
に
喪
失
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

　
　
る
請
願（
第
二
〇
号
）（
第
二
一
号
）

　
一
、
国
籍
選
択
制
度
の
廃
止
に
関
す
る
請
願（
第
二
二

　
　
号
）（
第
二
三
号
）

　
一
、
元
々
日
本
国
籍
を
持
っ
て
い
る
人
が
日
本
国
籍
を

　
　
自
動
的
に
喪
失
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

　
　
る
請
願（
第
二
七
号
）

　
一
、
国
籍
選
択
制
度
の
廃
止
に
関
す
る
請
願（
第
二
八

　
　
号
）

　
一
、
元
々
日
本
国
籍
を
持
っ
て
い
る
人
が
日
本
国
籍
を

　
　
自
動
的
に
喪
失
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

　
　
る
請
願（
第
三
一
号
）

　
一
、
国
籍
選
択
制
度
の
廃
止
に
関
す
る
請
願（
第
三
二

　
　
号
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

第
三
部
　
　
法
務
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
十
一
月
八
日
　【
参
議
院
】



二

第
三
部
　
　
法
務
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
十
一
月
八
日
　【
参
議
院
】

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

十
一
月
七
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

　
　
す
る
法
律
案

　
一
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

　
　
す
る
法
律
案

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



三

第
三
部
　
　
法
務
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
十
一
月
八
日
　【
参
議
院
】

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
作
成
　
参
議
院
事
務
局
　
作
成
者
　
第
一
法
規
株
式
会
社


